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お知らせ拡大版

　災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「災害減免法」に定める税金の軽減免除によ
る方法、「所得税法」に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部または一部
を軽減することができます。詳しくはお問い合わせください。

今津税務署　 （22）2561

災害により被害を受けられた方へ

災　害　減　免　法 所　得　税　法（雑損控除）
損失の発生原因 災害による損失に限られます。 　災害、盗難、横領による損失が対象となります。

対象となる資産
の範囲等

　損害額が住宅または家財の１／２以上
であることが必要です。

（損害額とは、所得税法の差引損失額と同じです。）

生活に通常必要な資産に限られます。
（棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常
必要でない資産は除かれます。）

控除額の計算

または

所得税の軽減額

控除額は次の①と②のうちいずれか多い方の金額です。
①差引損失額から所得金額の 10 分の１を引いた額
②差引損失額のうち災害関連支出の金額から５万

円を引いた額
（注）
　イ　差引損失額
　　　＝損害金額－保険金などによって補てんされる金額
　ロ　災害関連支出

　滅失した住宅、家財を除去するための費用など災害
等に関連してやむを得ない支出をした金額をいいます。

　※　イの「損害金額」には、ロの「災害関連支出」の金
額を含みます。

  500 万円以下 全額免除

500 万円超
750 万円以下 ２分の１の軽減

750 万円超
1,000 万円以下 ４分の１の軽減

そ の 他

・　損害を受けた年分の所得金額が 1,000
万円以下の人に限ります。

・　「被災した住宅、家財等の損失額の計
算書」など、住宅又は家財の損害状況
が分かる書類を確定申告書に添付する
ことが必要です。

・　災害関連支出については、領収書を確定申告書
に添付するか、確定申告書を提出する際に提示す
ることが必要です。

・　損失額が大きくて、その年の所得金額から控除
しきれない金額は、翌年以後３年間に繰り越して
各年の所得金額から控除できます。
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制度の流れ

高島市役所

本人通知制度
の登録者

（事前登録の希望者）

高島市に住民登録
や本籍のある方

①事前登録
　の申込

④交付した
　事実を通知

住民票の写し
等の請求者

（代理人・第三者等）

②請求
③交付
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　平成 25 年４月１日から９月 30 日
までに実施した住民基本台帳の閲覧状
況は次のとおりです。
　住民基本台帳法の閲覧は、国・地方
公共団体の機関が法令で定める事務を

平成 25 年度上半期

市民課
　 （25）8018

1

申出者 株式会社　インテージリサーチ
委託者 国土交通省
利用目的 ２０１３年度旅行・観光消費動向調査
閲覧日 平成 25 年５月 22 日
閲覧範囲 今津町浜分、角川の男女 85 人

2

申出者 一般社団法人　中央調査社
委託者 株式会社　時事通信社　
利用目的 住民意識調査
閲覧日 平成 25 年７月 31 日
閲覧範囲 武曽横山の 20 歳以上の男女 23 人

3

申出者 株式会社　ナビット　
委託者 内閣府　
利用目的 市民の社会貢献に関する実態調査
閲覧日 平成 25 年８月 30 日
閲覧範囲 新旭町北畑の 20 歳以上 70 歳未満の男女 13 人

4

申出者 高島市民生委員児童委員協議会連合会
委託者 民生委員児童委員
利用目的 民生委員児童委員活動のため
閲覧日 平成 25 年６月１日から６月 30 日までの 30 日間

閲覧範囲
マキノ地域の　  41 人　　今　津地域の 1,951 人
新　旭地域の　846 人　　安曇川地域の 2,898 人
高　島地域の　682 人　　朽　木地域の    751 人

▽個人または法人による閲覧
（平成 25 年４月１日～９月 30 日）

住民基本台帳の
閲覧状況

行う場合や、統計・世
論調査等で営利目的以
外の公益性の高い場合
に限られ、その閲覧状
況を公表することが義
務づけられています。
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